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基礎賦課額
（医療分）

後期高齢者支援金等
賦課額（支援金分）

賦課限度額 14万円

26年度の国民健康保険料

【均等割額】
32,400円
×世帯の加入者数

＋

【所得割額】　　　　
世帯加入者全員の　
26年度の算定基礎額

× 100分の6.30

＋

【均等割額】
10,800円
×世帯の加入者数

＋

【所得割額】
世帯加入者全員の　
26年度の算定基礎額

× 100分の2.17

＋

【均等割額】
15,300円
×世帯の加入者のうち40歳
以上65歳未満の方の人数

＋
【所得割額】 　　　　　
世帯の加入者のうち40歳
以上65歳未満の方の26年
度の算定基礎額

× 100分の1.55

=

年
間
保
険
料

賦課限度額 51万円 賦課限度額 16万円

介護納付金賦課額
（介護分）
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ららららららら
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国
保
温
泉
セ
ン
タ
ー

割
引
利
用
券
の
配
布

保
養
施
設
を

開
設
し
て
い
ま
す

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
庶
務
係
（
本
庁
舎

4階
）（

5
2
7
3）

4
0
7
8へ

。

　
平
成

25年
度
分
ま
で
の
保
険
料

を
完
納
し
て
い
な
い
方
は
、
至
急
、

納
め
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
は
、
病
気
や
け
が
を
し

た
と
き
の
医
療
費
な
ど
に
使
わ
れ

る
大
切
な
財
源
で
す
。医
療
機
関
に

か
か
っ
た
と
き
の
医
療
費
は
、窓
口

で
支
払
う
自
己
負
担
分
を
除
き
、半

分
は
公
費
で
、残
り
の
半
分
は
皆
さ

ん
の
保
険
料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
皆
さ
ん
は
、
医
療
費
の
一
部
を

負
担
し
て
医
療
を
受
け
る
と
と
も

に
、
保
険
料
を
納
め
る
義
務
も
あ

り
ま
す
。
保
険
料
を
納
め
な
い
方

が
い
る
と
、
国
民
健
康
保
険
の
運

営
が
困
難
に
な
り
、
医
療
費
を
賄

え
な
く
な
り
ま
す
。
必
ず
納
め
ま

し
ょ
う
。

　

保
険
料
を
納
め
な
い
と

　
未
納
期
間
に
応
じ
て
、
次
の
措

置
を
取
り
ま
す
。
特
別
な
事
情
が

あ
る
と
き
は
、
お
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
（

3面
で
休
日
の
納
付

相
談
を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
）
。

▼
督
促
や
催
告
を
し
て
も
納
付
が

な
い
場
合
は
、
通
常
の
保
険
証
の

代
わ
り
に
、
有
効
期
限
の
短
い
保

険
証
（
短
期
証
）
を
交
付
し
ま
す
。

▼
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、
被
災

等
の
特
別
な
事
情
が
あ
る
方
を
除

き
、
資
格
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

資
格
証
明
書
は
、
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
も
の
で
す
。
病
院
に
か
か
る

と
き
に
提
示
す
れ
ば
、保
険
診
療
と

し
て
扱
わ
れ
ま
す
が
、医
療
費
は
通

常
の
自
己
負
担
分（

3割
）
で
は
な

く
、全
額
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
後
日
、
滞
納
し
て
い
る
保
険
料

の
納
付
に
つ
い
て
ご
相
談
の
上
、

申
請
に
よ
り
保
険
者
負
担
分
を

お
返
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

▼
高
額
療
養
費
等
保
険
給
付
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
、
未
納
の
保
険

料
に
充
て
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る

方
は
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
申

請
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
前
記
と
は
別
に
、
法
律
に
基
づ

い
て
預
貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
な

ど
財
産
の
差
し
押
さ
え
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
納
付

相
談
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2

7
3）

3
8
7
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4
5
3
0へ

。

資
格
の
取
得
・
喪
失
の

届
出
は

14日
以
内
に

　

や
む
を
得
ず
遅
れ
た
場
合
で
も

　
必
ず
届
出
を

　
医
療
保
険
制
度
で
は
、
誰
も
が
必
ず
公

的
な
健
康
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
退
職
等
で
勤
務
先
の
健
康
保
険

を
や
め
た
と
き
や
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
た
方
が
勤
務
先
の
健
康
保
険
に

変
わ
っ
た
と
き
は
、
届
出
が
必
要
で
す
（
自

動
的
に
は
切
り
替
わ
り
ま
せ
ん
）
。

届
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
給
付
を
受
け

ら
れ
な
い
場
合
や
、
保
険
給
付
し
た
医
療

費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
、「
加
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
日
」
か
ら
発
生
し
ま
す
。

加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
で
も
、
保

険
料
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

会
社
等
法
人
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
方

は
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

勤
務
先
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

届
出
は
医
療
保
険
年
金
課
・

特
別
出
張
所
へ

▼
勤
務
先
の
健
康
保
険
等
を
や
め
て

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き
は

　
資
格
喪
失
証
明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

（
扶
養
家
族
が
い
な
い
と
き
は
退
職
証
明

書
で
も
代
用
可
）
。
厚
生
年
金
・
共
済
年
金

の
受
給
資
格
が
あ
る
方
は
、
年
金
証
書
も

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
新
た
に
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し

　
国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
と
き
は

　
国
民
健
康
保
険
証
と
、
勤
務
先
の
新
し

い
保
険
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
代
理
人
が
加
入
の
届
出
を
す
る
場
合
は
、

委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る

書
類
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
写
真

付
き
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

★

26年
度
の
住
民
税
の
申
告
を

　
保
険
料
の
算
定
基
礎
額
は
、
住
民
税
の

課
税
内
容
に
基
づ
い
て
計
算
し
て
い
ま

す
。

26年

1月

1日
に
住
民
登
録
の
あ
っ

た
区
市
町
村
で
、
住
民
税
の
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
を
し
た
方
は
、
住
民
税
の
申

告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

国民健康保険料は必ず納めましょう

　
区
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
の
健
康
増
進
な
ど

に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
保
養
施
設

　
全
国
の
「
か
ん
ぽ
の
宿
」
を
利

用
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
医
療

保
険
年
金
課
・
特
別
出
張
所
で

配
布
の
「
国
民
健
康
保
険
保
養

施
設
の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
夏
季
保
養
施
設

　

26年
度
か
ら
、
利
用
方
法
が

変
わ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、「
広

報
し
ん
じ
ゅ
く
」
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
都
内
の
次
の
施
設
の
割
引
利
用
券

を
、
医
療
保
険
年
金
課
・
特
別
出
張
所

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

①
檜
原
温
泉
セ
ン
タ
ー
数
馬
の
湯

【
所
在
地
】
檜
原
村

2
4
3
0

②
奥
多
摩
温
泉
も
え
ぎ
の
湯

【
所
在
地
】
奥
多
摩
町
氷
川

119―

1

③
秋
川
渓
谷
瀬
音
の
湯

【
所
在
地
】
あ
き
る
野
市
乙
津

565

④
生
涯
青
春
の
湯
つ
る
つ
る
温
泉

【
所
在
地
】日
の
出
町
大
久
野

4
7
1
8

【
利
用
料
金
】
①
②
は
大
人

400円
・

小
学
生

200円
（
ほ
か
に
入
湯
税
が

必
要
）
、
③
④
は
大
人

600円
・
小
学

生

200円

　
男
女
共
同
参
画
推
進
計
画
の
進
捗
状
況
の
検

証
や
、
男
女
共
同
参
画
を
進
め
る
た
め
の
施
策

へ
の
ご
意
見
等
を
い
た
だ
き
ま
す
。

【
対
象
】
区
内
在
住
で

20歳
以
上
の
方
、

3名
（
年

齢
は

26年

4月

1日
現
在
）

【
任
期
】

7月

15日
～

28年

7月

14日
（

2年
間
）

【
謝
礼
】
会
議
（
年

4回
程
度
）
に
出
席
の
都
度
、

1万
円

【
申
込
み
】
所
定
の
申
込
書
と
「
男
女
共
同
参
画

社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
区
民
の
役
割
」
を
テ

ー
マ
と
し
た
作
文
（

800字
程
度
）
を
、

5月

10日


ま
で
に
男
女
共
同
参
画
課
（
〒

1
6
0・

0
0

0
7荒
木
町

16、
ウ
ィ
ズ
新
宿
内
）

（

3
3
4

1）

0
8
0
1へ

郵
送
（
必
着
）
ま
た
は
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
選
考
結
果
は
応
募
者
全
員
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
作
文
は
返
却
し
ま
せ
ん
が
、
選
考

目
的
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

【
対
象
】
▼
区
内
に
活
動
拠
点
の
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
団
体
・
地
域
セ
ン
タ
ー
登
録
団
体

▼
主
な
事
務
所
が
区
内
に
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
社
会
貢
献
団
体
ほ
か

【
対
象
事
業
】

27年
3月

ま
で
に
実
施
予
定
で
、

団
体
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
で
地
域
住
民
や

団
体
間
の
交
流
を
促
進
で
き
る
、
次
の
い
ず
れ

か
の
事
業

▼
文
化
・
芸
術
活
動
の
向
上
　
▼
世
代
間
交
流

▼
青
少
年
・
高
齢
者
の
居
場
所
づ
く
り

▼
区
民
へ
の
学
習
機
会
の
提
供

▼
区
民
に
開
か
れ
た
子
育
て
支
援

※
他
の
助
成
を
受
け
て
い
る
事
業
、
特
定
の
方

が
対
象
の
事
業
、
営
利
目
的
、
政
治
的
・
宗
教
活

動
を
含
む
事
業
等
を
除
き
ま
す
。

【
助
成
金
額
】
事
業
経
費
の
合
計
額
の

2分
の

1

以
内
（

10万
円
を
限
度
）

【
助
成
金
の
交
付
】
審
査
会
で
審
査
の
上
、
助
成

事
業
・
金
額
を
決
定

【
申
込
み
】
団
体
の
活
動
拠
点
の
あ
る
地
域
の
特

別
出
張
所
へ
。
申
し
込
み
期
間
等
は
地
域
で
異

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
特
別
出
張
所
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
の

活
動
費
を
助
成

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先
発
医

薬
品
（
新
薬
）
の
特
許
期
間
終
了
後
に
製

造
さ
れ
る
、
先
発
医
薬
品
と
同
等
の
品

質
、
安
全
性
を
持
つ
医
薬
品
で
、
厚
生
労

働
大
臣
か
ら
承
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
す
る

と
、
薬
代
が
安
く
な
り
ま
す
。
利
用
で
き

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
医
師
や

薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

利
用
の
意
思
を
伝
え
る
「
希
望
カ
ー

ド
」「
希
望
シ
ー
ル
」
は
、
医
療
保
険
年
金

課
・
特
別
出
張
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保
給
付

係
（
本
庁
舎
４
階
）

（
５
２
７
３
）
４
１

４
９
へ
。

26年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た

　
医
療
費
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
負
担

金
、
介
護
納
付
金
等
に
よ
り
保
険
料
を
毎
年
見
直

し
、
均
等
割
額
・
所
得
割
額
を
改
定
し
て
い
ま
す
。

26年
度
の
保
険
料
は
、
左
図
の
と
お
り
で
す
。

高
齢
化
、
医
療
の
高
度
化
等
に
よ
る
医
療
費
の

増
大
に
伴
い
、
保
険
料
も
年
々
増
額
に
な
っ
て
い

ま
す
。

※
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
前
年
中
の
総
所
得

金
額
等
や
年
齢
を
入
力
す
る
と
、
保
険
料
を
計
算

で
き
る
「
試
算
シ
ー
ト
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

（
後
発
医
薬
品
）
を
利
用

し
て
み
ま
せ
ん
か

保
険
料
の
納
付

　

26年
度
の
納
入
通
知
書
は
、

6月
に
発
送

し
ま
す
。

1年
間
の
保
険
料
は
、

6月
～

27年

3月
の

10回
に
分
け
て
納
め
て
く
だ
さ
い
。

納
付
書
は
、

6月
納
期
分
～

9月
納
期
分

を

6月
に
、

10月
納
期
分
～

27年

3月
納
期

分
を

10月
に
発
送
し
ま
す
。
な
お
、

6月
は

一
括
払
い
用
の
納
付
書
も
同
封
し
ま
す
。

※

26年

1月

2日
以
降
に
新
宿
区
に
転
入

し
た
方
に

6月
に
発
送
す
る
納
入
通
知
書

で
は
、
均
等
割
額
の
み
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
そ
の
後
、
前
住
所
地
の
住
民
税
の
課
税

内
容
か
ら
算
定
基
礎
額
を
計
算
し
、
所
得

割
額
を
確
定
し
た
上
で
、
保
険
料
の
変
更

通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
▼
保
険
料
の
算
定
、
資
格
の
取
得
・
喪
失
…
医
療
保
険
年
金
課
国
保
資
格
係
（

5

2
7
3）

4
1
4
6、

▼
医
療
費
等
の
保
険
給
付
…
国
保
給
付
係

（
５
２
７
３
）
４
１
４
９
、

▼
保
険
料
の
納
付
…
納
付
相
談
係

（

5
2
7
3）

3
8
7
3・

4
5
3
0（

い
ず
れ
も
本
庁
舎

4階
）・

（

3
2
0
9）

1
4
3
6へ

。

【算定基礎額】平成25年の総所得金額等から基礎控除額
（33万円）を差し引いた金額
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